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★三八地域県民局地域農林水産部八戸家畜保健衛生所 
★三八畜産衛生協議会 

   6月頃から群馬県、栃木県など北関東において、畜舎の子牛

や豚が盗難にあう事例が複数発生しています。 

 家畜の盗難は経済的被害となるだけでなく、農場への家畜

疾病の侵入につながるおそれがあります。 

 飼養衛生管理基準の遵守が防犯対策につながるケースもあ

りますので、裏面を参考に防犯対策を徹底し、大切な家畜を

守りましょう。 

三八地域県民局地域農林水産部 八戸家畜保健衛生所   
ＴＥＬ：０１７８－２７－７４１５  ＦＡＸ：０１７８－２７－７４１８ 

土日祝祭日の場合は、 家保携帯 ０９０－７０６９－７７１４ 



飼養衛生管理基準の遵守は 

家畜の盗難防止にもつながります 

飼養衛生管理基準 盗難防止にも有効な対策 

衛生管理区域の境界

を明確にする 

〃衛生管理区域周辺への柵の設置 

〃入口への門の設置 

〃衛生管理区域境界への石灰散布 

必要のない者の衛生

管理区域への立入り

の制限 

〃立入禁止看板の設置 

〃農場入口や畜舎の施錠の徹底 

〃防犯カメラの設置 

野生動物の侵入防止

対策をとる 

〃衛生管理区域周辺への柵の設置 

〃畜舎開口部への防鳥ネット等の設置 

〃センサーライトの設置 

家畜の飼養頭数、出

荷頭数、導入頭数等

の記録と保管 

〃飼養頭数の小まめな確認により、被

害の有無の確認 

万が一、被害に遭ってしまったときは… 

 〃  警察に被害を通報してください。 

 〃  三八地域農林水産部畜産課に連絡し、別紙の家畜盗難

被害報告書を提出してください。 

被害発生時連絡先： 

   三八地域県民局地域農林水産部畜産課 

      電 話：0178-27-5111（合同庁舎代表） 

      FAX：0178-27-3323 


